
 

参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示 

 

令和８年２月２５日 

 

北九州市上下水道局下水道部下水道計画課 

 

１ 当該公募の趣旨 

 北九州市上下水道局では、職員の育成や技術の向上、品質・精度の確保及び工事の適

正な発注に向けた取り組みを行っている。 

本業務では、下水道工事の設計段階から発注段階までの関係業務に関して助言等の能

力を有する者を活用し、設計段階から設計計画や工法等検討の助言・提案等の支援を受

けることで、下水道設計積算業務の品質確保、工事の適正かつ効率的な執行の推進及び

職員の技術力の向上・負担軽減を図ることを目的としている。 

そのため、一定の経験年数及び十分な技術力を有する技術者を本市上下水道局の庁舎

内（以下、「庁舎内」という。）に常駐させて業務を行う必要があることから、特定の

者を相手方とする契約手続きを行う予定としているが、当該特定の者以外の者で、下記

の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確

認書の提出を求める公募を実施するものである。 

公募の結果、応募がない場合、応募があっても３の応募要件を満たすと認められる者

がいない場合、応募要件を満たすと認められる者がすべて辞退した場合は、特定の者と

の随意契約の手続きに移行する。 
 なお、３の応募要件を満たすと認められる者がいる場合は、指名競争入札を実施する。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 
下水道工事設計積算技術支援・発注図書審査業務 

（２）業務内容 
  ア 設計積算技術支援業務 １０件 

（ア）設計計画検討時の支援 
（イ）工法等検討時の支援 
（ウ）施工計画図等検討時の支援 

  イ 発注図書審査 １５件 
ウ 設計協議（初回、最終） 

  
（３）履行期間 



 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 応募要件 

 （１）基本的要件 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。 

イ 北九州市上下水道局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資

格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第９号）第２条に

おいて準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１項の

有資格業者名簿（以下、「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

ウ 有資格業者名簿において、申請業務に「土木関係」、業務内容に「下水道設計」

の登録があること。 

エ 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内であるこ

と。 

   オ 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （２）基本的要件以外の要件 

ア 管理技術者、照査技術者をもって、秩序正しい業務を行うとともに、担当技術

者（専任）については、相当の経験、資格を有するものを庁舎内に常駐させるこ

と。 

イ 管理技術者、照査技術者及び担当技術者（専任）は下記の要件を満たすこと。 

（ア）管理技術者 

本市の設計業務等委託共通仕様書第１１０７条により下水道法（昭和３３年法

律第７９号）に規定された資格（設計業務等委託共通仕様書 別添資料Ⅶ.下水道設

計有資格者一覧表（監督管理等））を有し、業務の全般にわたり技術的管理を行

うものであること。 

（イ）照査技術者 

本市の設計業務等委託共通仕様書第１１０８条により下水道法に規定された資

格（設計業務等委託共通仕様書 別添資料Ⅶ.下水道設計有資格者一覧表（監督管理

等））を有し、照査を適切に実施するものであること。 

（ウ）担当技術者（専任） 

本市の下水道工事の実施設計と監督管理のいずれも経験し、通算で１０年以上

の実務経験を有するものであること。なお、実施設計及び監督管理は、下水道法

第２２条及び下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第１５条に定められ

た内容である。 

ウ 平成２９年度以後、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。）が



 

発注した予定価格１００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

の下水道施設設計又は上下水道局が発注した工事発注図書審査業務委託について、

指名の実績又は契約の実績があること。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始申し立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立て

がなされている者ではないこと（更生又は再生計画認可の決定がなされた場合を

除く）。 

オ 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に

規定する暴力団又は暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で

ないこと。 

 

４ 手続き等 

 （１）契約担当課（問い合わせ先） 

    住所   北九州市小倉北区大手町１番１号 

    担当課名 北九州市上下水道局下水道部下水道計画課 

    電話番号 ０９３－５８２－２４８０  FAX 番号 ０９３－５８２－２５３３ 

 （２）説明書等の交付期間、場所及び方法 

    ア 交付期間  

令和８年２月２５日から令和８年３月１１日まで（閉庁日を除く。）の毎日、９

時から１７時まで  

    イ 交付場所 

      （１）に同じ。 

    ウ 交付方法 

      交付場所において配布します。 

    エ 交付書類 

説明書、参加意思確認書、管理技術者資格等調書、照査技術者資格等調書、担

当技術者資格等調書 

 （３）参加意思確認書の提出期間、場所及び方法 

   ア 提出期間  

令和８年２月２６日から令和８年３月１１日まで（閉庁日を除く。）の毎日、９

時から１７時まで  

   イ 提出場所 



 

     （１）に同じ。 

   ウ 提出方法 

応募者は、別紙「参加意思確認書」等に応募要件を満たすことを証する書類を

作成添付し、提出期限までに直接持参すること。 

   エ 参加意思確認書記載上の留意事項等 

以下の書類を必ず提出するものとし、法令による免許等がある場合は、その写

しを添付すること。 

（ア）参加意思確認書 

（イ）管理技術者資格等調書 

   （ウ）照査技術者資格等調書 

   （エ）担当技術者資格等調書 

 （４）その他 

ア 予算その他本市の事情により、当該公募手続の中止又は当該手続により行う

こととなった当該業務委託の指名競争入札又は指名型プロポーザルを中止する

場合がある。 

    イ 詳細は説明書による。 


